
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク

�
検
診
費
用
を
助
成
し
ま
す

　

湖
南
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、

生
活
習
慣
病
な
ど
の
疾
病
の
早
期

発
見
・
早
期
治
療
を
図
り
、健
康
の

保
持
・
増
進
に
役
立
て
る
た
め
に
、

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の
受
診

費
用
に
対
す
る
助
成
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

検
診
を
通
じ
て
、自
分
の
体
の

状
況
を
把
握
し
、食
事
や
運
動
不

足
に
気
を
つ
け
て
、健
康
な
毎
日

を
送
り
ま
し
ょ
う
。

■�

対
象　
満
40
歳
以
上
75
歳
未
満

の
湖
南
市
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
で
次
の
全
て
に
該
当
す
る

人
。

〇�

市
内
に
３
か
月
以
上
住
所
を
有

す
る
こ
と
。

〇�

全
て
の
市
税
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と
。

〇�

湖
南
市
国
民
健
康
保
険
が
実
施

す
る
特
定
健
康
診
査
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
。

〇�

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
診

に
か
か
る
経
費
に
対
す
る
他
の

助
成
金
な
ど
を
受
け
て
い
な
い

こ
と
。

〇�

検
診
後
に
結
果
票
を
提
出
し
、

市
か
ら
の
事
後
指
導
と
検
診
結

果
の
統
計
的
な
利
用
に
承
諾
で

き
る
こ
と
。

■�

対
象
経
費　
保
険
適
用
外
の
人

間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
診
に

か
か
る
費
用（
特
定
健
康
診
査

の
検
査
項
目
を
満
た
し
て
い
る

こ
と
。オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
は
助

成
対
象
外
）。

■�

助
成
金
額　
検
診
費
用
の
２
分

の
１（
上
限
２
万
円
）。

※�

１
人
に
つ
き
１
年
度
１
回
ま

で
。

■
受
診
対
象
医
療
機
関

　

県
内
の
医
療
機
関
な
ど

■
利
用
方
法

①�

11
月
30
日（
水
）ま
で
に
、「
人
間

ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
診
計
画

書
」を
提
出
。

※�

必
ず
受
診
前
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※�「
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
診

計
画
書
」は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

②
12
月
末
日
ま
で
に
受
診
。

③�

平
成
29
年
１
月
31
日（
火
）ま
で

に「
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検

診
費
助
成
金
交
付
申
請
書
兼
請

求
書
」と「
質
問
票
」に
必
要
事

項
を
記
入
し
、領
収
書
と
検
診

結
果
を
添
付
し
て
提
出
。

問
保
険
年
金
課〔
東
庁
舎
〕

☎
71
●

２
３
２
４

72
●

２
４
６
０

特
定
不
妊
治
療
費
の
助
成
内
容

�

が
一
部
変
更
に
な
り
ま
し
た�

問
県
の
助
成
に
つ
い
て

　
甲
賀
保
健
所

☎
63
●

６
１
４
８

63
●

６
１
４
２

　
市
の
助
成
に
つ
い
て

　
健
康
政
策
課〔
保
健
セ
ン

タ
ー
〕

☎
72
●

４
０
０
８

72
●

１
４
８
１

　

市
で
は
、特
定
不
妊
治
療（
体

外
受
精
、顕
微
受
精
）に
よ
る
、

県
の
助
成
を
受
け
た
人
に
対
し

て
治
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て

い
ま
す
。

　

県
の
要
綱
改
正
に
伴
い
、平

成
28
年
４
月
か
ら
市
の
助
成
内

容
を
次
の
通
り
変
更
し
ま
し
た
。

■�

対
象　
次
の
要
件
を
全
て
満

た
す
人

①�「
滋
賀
県
不
妊
に
悩
む
方
へ

の
特
定
治
療
費
支
援
事
業
」

の
助
成
を
受
け
て
い
る
こ
と

②�

申
請
時
お
よ
び
交
付
決
定
時

に
、法
律
上
の
婚
姻
を
し
て

い
る
夫
婦
で
、両
方
ま
た
は

一
方
が
市
内
に
１
年
以
上
住

所
を
有
し
て
い
る
こ
と

③�

全
て
の
市
税
を
滞
納
し
て
い

な
い
こ
と

■�

申
請
期
限　
県
助
成
事
業
の

承
認
決
定
通
知
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
日
付
か
ら
90
日
以

内
■
助
成
額　

※�

治
療
内
容
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。

○
県
の
助
成
15
万
円
ま
た
は

　

30
万
円
の
場
合

　

→
市
の
助
成
５
万
円（
上
限
）

○�

県
の
助
成
７
万
５
千
円
の
場

合

　

→�

市
の
助
成
２
万
５
千
円

（
上
限
）

○�

男
性
不
妊
治
療
費
の
助
成
の

場
合

　

→�

市
の
助
成
１
万
７
千
円

（
上
限
）

■�

申
請
方
法　
申
請
書
類
を
問

へ
。

※�

申
請
書
は
問
に
備
え
付
け
る

ほ
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
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